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1. 建設業における労働災害発生状況

2. 墜落・転落災害の防止について

3. 熱中症対策について

4. 石綿暴露防止について
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※新型コロナウイルス除く



休業災害、死亡災害ともに建設業が最多

※新型コロナウイルス除く



※新型コロナウイルス除く



年別 令和4年 確定値 令和5年 確定値
前年増減災害別

業種別
死亡 休業4日

以上 死亡 休業4日
以上

全産業 14 1155 14 1177 +22 +1.9％

建設業 8 225 5 221 -4 -1.7％

土木工事業 3 78 3 70 -8 -10.2％

建築工事業 3 109 2 122 ＋13 ＋11.9％

鉄骨鉄筋 0 12 1 16 ＋4 ＋25％

木造建築 3 76 0 70 -6 -7.8%

その他の建設 2 38 0 29 -9 -23.6%

秋田県における労働災害発生状況（令和５年）秋田県における労働災害発生状況（令和５年）

※新型コロナウイルス除く



秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№1秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№1

№ 署
別

発
生
月

業種
年齢経験
(○年以上
○年未満)

事故の型 起因物 発生状況

１ 秋田 2月
その他の卸

売業
(8-1-9)

20歳代
(1～5年)

はさまれ、巻
き込まれ

乗用車、バス、
バイク

バスの整備において、被災者はリフトアップしたバ
スに同僚と２名でタイヤの取付を行った。その後被災
者は当日の業務を終了する予定であったが、取付後の
タイヤとタイヤハウスとの間に頭部を挟まれた状態で
発見された。

２ 横手 3月
河川土木工

事業
(3-1-7)

60歳代
(1年未満) 飛来、落下 掘削用機械

農業用水路工事において、ドラグ・ショベルを使用
して、チェーンスリング１本で玉掛けした敷鉄板を吊
り上げて移動し、別の鉄板上に降ろしたところ、
チェーンスリングのフックが外れて鉄板が倒れ、鉄板
の振れ止めを行っていた被災者がその下敷きとなった。

３ 本荘 3月 畜産業
(7-1-1)

80歳代
(1～5年) 激突され その他の環境

等

牛舎の親牛と生後約1週間の子牛が同居する房におい
て、被災者は顔面を負傷し、意識不明の状態で発見さ
れた。被災者周辺の壁や親牛の角と頭部に血痕があり、
牛に激突されたものと推定された。

４ 大曲 3月 木材伐出業
(6-2-1)

30歳代
(10～20年) 激突され 立木等

樹高約20ｍのナラの木の伐木作業において、チェー
ンソーを用いて追い口を作っている時に、立木の幹が
縦方向に裂けて折れ、被災者の背部に激突した。



秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№2秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№2

№ 署
別

発
生
月

業種
年齢経験
(○年以上
○年未満)

事故の型 起因物 発生状況

５ 能代 4月
道路建設工
事業(3-1-

6）
60歳代

(10～20年)
交通事故（道

路） トラック 被災者の運転するダンプトラックが橋を走行中に車
道と歩道の間の防風柵に衝突した。

６ 秋田 5月
その他の

建築工事業
（3-2-9）

30歳代
（1年未満） 飛来、落下 移動式

クレーン

設備の点検整備工事において、移動式クレーンで溶
接機（約350kg）を吊り上げて旋回したところ、溶接
機下部に付いていたオイル漏れ防止用の鉄板が外れて
落下し、その下で作業していた被災者に激突した。

７ 大館 7月
一般貨物自
動車運送業

(4-3-1)
50歳代

（6～10年） 墜落、転落 トラック

事業場構内で大型トラックの運転席から降りる途中、
ステップから足を踏み外して頭部を打撲した。その約
８時間後、荷の配送のためトラックを運転中、意識障
害が出現し、トラックは蛇行して防護柵に接触し対向
車に衝突した後、路外に転落した。

８ 秋田 7月
警備業

（17-2-
1）

40歳代
（5～10年）

高温・低温の
物との接触

高温・低温
環境

国道の区画線等塗装工事現場で、被災者は塗装作業
車の前方を歩きながら交通誘導を行っていた。作業終
了直後、被災者はその場に座り込み、その後、意識を
失って倒れたため、病院に救急搬送したが熱中症によ
り死亡した。なお、災害発生時の気温は31.5度であっ
た。



秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№3秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№3

№ 署
別

発
生
月

業種
年齢経験
(○年以上
○年未満)

事故の型 起因物 発生状況

９ 秋田 7月
その他の土
木工事業
（3-1-
99）

70歳代
（10～20

年）
高温・低温の
物との接触

高温・低温
環境

農地の基盤整備工事現場で、被災者はドラグ・ショ
ベルで掘削した箇所の高さを確認する作業を行ってい
たところ、体調が悪くなりその場に横たわった。その
後、病院に搬送され入院していたが、３日後に熱中症
により死亡した。なお、災害発生時の秋田市のWBGT
値は30.7度（実況推測値）であった。

10 大館 8月

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋建
築工事業

（3-2-1）

40歳代
（1年未満）

高温・低温の
物との接触

高温・低温
環境

被災者は建屋解体工事において、壁に貼られた木材
を手で外していたが、体調が優れなかったため、休憩
を多くはさみながら作業していた。午後２時過ぎ、気
温上昇により作業が中止となったため、被災者は片付
け作業を行っていたところ、熱中症で倒れ、搬送先の
病院で死亡した。なお、当日の午後２時の気温は34.7
度であった。

11 能代 8月
ゴルフ場
（14-3-

1）

60歳代
（10～20

年）
高温・低温の
物との接触

高温・低温
環境

被災者は事業場に隣接する土木現場から、冬季に薪
として使用する木材を事業場の倉庫に運搬する作業を
していたが、午前11時頃、熱中症で意識を失い、その
後、死亡した。

12 秋田 8月
社会福祉施

設
（13-2-

1）

40歳代
（1～5年）

交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

被災者は事業場に戻るため社有車で県道を走行中、
交差点内で、右折するため待機していた対向車のドア
ミラーに接触し、次いで対向車線の縁石に乗り上げて
バス停の時刻標識柱等に衝突した。被災者は事故の衝
撃で折れた肋骨が心臓に突き刺さり死亡した。



№ 署
別

発
生
月

業種
年齢経験
(○年以上
○年未満)

事故の型 起因物 発生状況

13 秋田 8月
一般貨物自
動車運送業

(4-3-1)

60歳代
（30～40

年）
交通事故（道

路）
乗用車、バス、
バイク

被災者は、幅員８メートルの市道左側車線に駐車し
たトラックから降車し、反対車線側に市道を横断し荷
物を配達した後、信号機や横断歩道のない市道上を横
断しトラック運転席付近まで戻ったところ、トラック
後方からその右側を通過しようと走行してきた車両に
はねられ、その下部に巻き込まれた。

14 大曲 11月
その他の清
掃・と畜業
（15-1-

9）

60歳代
（1年未満） 墜落、転落 建築物、構築

物

被災者はごみ処理場内でごみ袋に入ったペットボト
ルをコンベヤに送り込む作業を行っていたが、ごみ袋
の受入ホッパに落ちてコンベヤに搬送され、ごみ袋を
破くための破袋機に巻き込まれて死亡した。

秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№4秋田県における死亡災害発生状況（令和５年）№4



建設業

墜落・転落, 62人,
28.1%

転倒, 27人,
12.2%

はさまれ等, 32人, 14.5%
切れ・こすれ, 23人, 10.4%

飛来・落下, 21人, 
9.5%

高温の物との接触等, 

13人, 5.9%

交通事故（道路）, 10人, 4.5%

その他,

33人, 14.9%

令和5年
確定値
221人

建設業における事故の型別労働災害発生状況（令和5年）建設業における事故の型別労働災害発生状況（令和5年）



墜落・転落, 45人, 36.9%

転倒, 10人,
8.2%

はさまれ等, 13人, 10.7%

切れ・こすれ,16人, 
13.1%

飛来・落下, 12人,
9.8%

高温の物との接触等, 4人, 3.3%

交通事故（道路）, 5人,
4.1%

その他, 17人, 13.9%

令和5年
確定値
122人

建築工事業

墜落・転落が
３割強

建築工事業における事故の型別労働災害発生状況（令和5年）建築工事業における事故の型別労働災害発生状況（令和5年）



はしご等, 19人, 42.2%

足場, 9人, 20.0%

屋根・はり等, 8人, 17.8%

その他,9人, 
20.0%

令和5年
確定値

45人
墜落・転落

建築工事業における墜落・転落の起因物の状況（令和5年）建築工事業における墜落・転落の起因物の状況（令和5年）

基本的な対策の
未実施



３５日 × 1,177件 ＝ 41,195日

休業災害における平均休業見込日数︓３５日

建設従事者（大工左官等）の有効求人倍率︓４．００倍

全業種の有効求人倍率︓１．００倍

※R6.4 ハローワーク本荘管内

安定した事業運営のためにも

労働災害の防止の取り組みを

※R5 秋田県内



足場にかかる労働安全衛生関係法令の改正等について足場にかかる労働安全衛生関係法令の改正等について

● 改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日から順次施行 ●

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規

則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日

（一部規定は令和6年4月1日）から順次施行します。





一側足場の使用範囲の明確化について（令和６年４月１日施行）一側足場の使用範囲の明確化について（令和６年４月１日施行）



☑ 建地の一部を１本とする場合は、足場の動揺や倒壊等を防止するのに
十分な強度を有する構造とすること

☑ 建築物と足場の作業床との間隔を30センチメートル以内とすること

☑ 一側足場使用の際は手すり等（中さん等の設置も推奨）を設けること



足場の点検時の点検者の指名について
（令和５年１０月１日施行）

足場の点検時の点検者の指名について
（令和５年１０月１日施行）

👉 事業者又は注文者が足場の点検を行う際は点検者を指名すること



足場の組立て等点検時の点検者氏名の記録・保存
（令和５年１０月１日施行）

足場の組立て等点検時の点検者氏名の記録・保存
（令和５年１０月１日施行）

事業者又は注文者が悪天候若しくは地震（※）又は足場の組立て、変更等の

後の足場の点検を行ったときに点検後に点検者の氏名を記録、保存すること

足場等の種類別点検チェックリスト

足場の種類別点検チェックリスト

※強風、大雨、大雪、中震以上の地震の場合
1 強風とは、10分間の平均風速が毎秒10ｍ以上の風をいうものであること。
2 大雨とは、一回の降雨量が50ｍｍ以上の降雨をいうものであること。
3 大雪とは、一回の降雪量が25ｃｍ以上の降雪をいうものであること。
4 中震以上の地震とは、震度階級４以上の地震をいうものであること。



① 悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検

② 足場において作業を行う日の作業を開始する前の点検

注文者 事業者

① 義務 義務

② 義務

足場屋さんが組み立てたから
足場屋さんに点検の義務があるのでは︖

足場を労働者に使わせる場合は
事業者として確実に点検を行うこと



枠組み足場の墜落等防止措置枠組み足場の墜落等防止措置

下さん
高さ15～40cm

高さ15cm以上の幅木
（下さん不要）

メッシュシート

墜落防止措置

☑ 交さ筋交い

☑ 下さん等（高さ15～40ｃｍ）

交差筋交い

飛来落下防止措置

☑ 幅木（高さ10ｃｍ～）

☑ メッシュシート等

or



枠組み足場以外の墜落等防止措置
（枠組み足場の妻側含む）

枠組み足場以外の墜落等防止措置
（枠組み足場の妻側含む）

中さん
高さ35～50cm

高さ10cm以上の幅木
メッシュシート

手すり
高さ85cm以上

墜落防止措置

☑ 手すり等（高さ85ｃｍ～）

☑ 中さん等（高さ35～50ｃｍ）

飛来落下防止措置

☑ 幅木（高さ10ｃｍ～）

☑ メッシュシート等

or



☑ 床材と建地隙間は１２ｃｍ未満となっているか

☑ 床の幅は４０ｃｍ以上あるか

☑ 最大積載荷重を定めて表示しているか

外側も躯体側も同様に措置しましょう



秋田労働局第１４次労働災害防止計画のポイント

・計画の目標と期間 ・・・・・・・・・・・ 1

…

目

次

・重点事項 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 2

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（陸上貨物運送業） ・・・・・・・・・・・ 4

・重点事項 高年齢労働者等の労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 3

労働災害防止計画は、戦後の高度成長期における産業災害や職業性疾病の急増を踏まえ、1958年に第１次の計画が策定されたものであり、

その後、社会経済の情勢や技術革新、働き方の変化等に対応しながら、これまで13次にわたり策定してきた。

この間、秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が協働して安全衛生活動を推進する際の実施事項や目標等を示して取組を促進することによ

り、労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善したが、近年の状況を見ると、労働災害による死亡者数は減少してきているものの、2022年

（令和４年）は増加し、休業４日以上の死傷者数に至っては、新型コロナウイルス感染症による増加を考慮しても高水準で推移している。また、高

年齢労働者、中小事業場の災害が多いなど中小事業場を中心に安全衛生対策の取組促進が不可欠な状況にある。さらに、職場における労働者

の健康保持増進に関する課題については、働き方改革への対応、メンタルヘルス不調、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課

題への対応、治療と仕事の両立支援、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律管理への対応など多様化してきている。

このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、2023年度を初

年度として、５年間にわたり秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「第14次労働災害防止

計画」を、ここに策定する。

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（林業） ・・・・・・・・・・・ 7

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業） ・・・・・・・・・・・ 5

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（製造業） ・・・・・・・・・・・ 6

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（メンタルヘルス対策・産業保健活動の推進） ・・・・・・・・・・・ 8

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（過重労働対策） ・・・・・・・・・・・ 9

・重点事項 化学物質による健康障害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・10



計画の目標

秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となっ
て、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向
け、指標（アウトプット指標、アウトカム指標）を定め、計
画期間内に達成することを目指す

２０２３年４月１日～２０２８年３月３１日

計画期間

アウトカム指標の達成による労働災害減少目標

死亡災害 ： 2022年と比較して、2027年までに５％以上減少
死傷災害 ： 2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して2027年までに減少
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死傷者数比較（平成30年～令和４年）

秋田労働局第14次労働災害防止計画の目標と期間



墜落転

落; 33%

転倒; 
12%

はさまれ

等; 12%

切れこ

すれ; 8%

飛来落

下; 8%

激突; 
7%

激突さ

れ; 6%

その他; 
14%

• 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントの周知について、集団指導及び個別指導等のあ
らゆる機会に実施する。

• 熱中症及び騒音障害防止に係る対策について、各ガイドラインに基づく指導を実施する。
• 建設工事関係者との連絡会議を開催し、安全衛生に配慮した発注等について協議する。

 建設業における死亡災害の約４割が墜落・転落災害であることから、「建設業における墜落・転落防
止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」（令和４年10月28日公表）を踏まえ、足場の点検の
確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等墜落・転落災害防止対策の充実強化を図る。

 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労働災害防止対策の徹
底を図る。

 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年12月16日法律第111号）に
基づき、国土交通省と緊密な連携の下に、建設工事従事者の安全及び健康の確保に取り組む。

 「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」の周知・指導な
どの健康障害防止対策の推進を図る。

具体的取組事項

現状と施策の方向性

アウトプット指標

• 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合
を2027年までに85％以上とする。

アウトカム指標
• 建設業の死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

墜落転

落 37%

交通事

故（道

路） 25%

はさまれ

等 12%

熱中症
13%

交通事

故（その

他） 13%

令和４年
速報値

死亡者数
８人

令和４年
速報値

死傷者数
224人

建設業 死亡災害 事故の型別

建設業 休業災害 事故の型別

建設業労働災害発生状況

重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業）

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）

（労働者死傷病報告）
（除く、コロナ感染）



墜落・転落災害を撲滅するため
リスクアセスメントを実施しましょう

令和５年度からスタートした秋田労働局「第14次労働災害防止計画」では、墜落・転落災害の防止に関
するリスクアセスメントに取り組む建設業の割合を2027年までに85％以上とすることにより、建設業の死
亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させることを目標の一つとしています。

④優先順位の決定

リスクⅢ
直ちに解決すべき又は重大なリスク

がある。
措置を講ずるまでは作業停止する必

要がある。十分な経営資源（費用と労
力）を投入する必要がある。

リスクⅡ
速やかにリスク低減措置を講ずる必

要のあるリスクがある。
措置を講ずるまで作業を行わないこ

とが望ましい。優先的に経営資源（費
用と労力）を投入する必要がある。

リスクⅠ
必要に応じてリスク低減措置を実施

すべきリスクがある。
必要に応じてリスク低減措置を実施

する。



リスクアセスメントは事業者の努力義務

労働安全衛生法第２８条の２（事業者の行うべき調査等）

事業者は、（中略）建設物（中略）による（中略）危険性又は有害性
等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規
定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため
必要な措置を講ずるように努めなければならない。

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施



リスクアセスメントの効果として・・・

👉 災害の要因の明確化

👉 監督者と現場作業者との危険の共有

👉 「守るべき決め事」の理由の明確化

👉 参加者の安全意識の向上

👉 対策の優先付けによる費用対効果の向上

「全ての安全対策」を施すのではなく

「メリハリ」をつけた対策の実施が可能



① 危険性又は有害性の特定

② リスクの見積り・評価

③ リスク低減措置の検討（②を再度実施）

④ リスク低減対策の実施

リスクアセスメントって複雑で難しそう・・・



① 危険性又は有害性の特定

👉 換気扇の取り付け時に、

はしご（高さ２ｍ）から

地面に墜落



②リスクの見積り・評価

リスクⅢ
直ちに解決すべき又は重大なリスク

がある。
措置を講ずるまでは作業停止する必

要がある。十分な経営資源（費用と労
力）を投入する必要がある。

リスクⅡ
速やかにリスク低減措置を講ずる必

要のあるリスクがある。
措置を講ずるまで作業を行わないこ

とが望ましい。優先的に経営資源（費
用と労力）を投入する必要がある。

リスクⅠ
必要に応じてリスク低減措置を実施

すべきリスクがある。
必要に応じてリスク低減措置を実施

する。



③ リスク低減措置の検討

👉 「はしご」を「可搬式作業台」に変更



② リスクの見積り・評価（リスク低減措置の検討後）

リスクⅢ
直ちに解決すべき又は重大なリスク

がある。
措置を講ずるまでは作業停止する必

要がある。十分な経営資源（費用と労
力）を投入する必要がある。

リスクⅡ
速やかにリスク低減措置を講ずる必

要のあるリスクがある。
措置を講ずるまで作業を行わないこ

とが望ましい。優先的に経営資源（費
用と労力）を投入する必要がある。

リスクⅠ
必要に応じてリスク低減措置を実施

すべきリスクがある。
必要に応じてリスク低減措置を実施

する。



④ リスク低減対策の実施

👉 その他の作業とリスクレベルを比較し、優先度により実施

⇒リスクⅢは即実施

👉 リスク低減措置内容は以下の優先順位で検討

① 危険な作業のそのものの廃止・変更

② 工学的対策 （設備面）

③ 管理的対策（作業マニュアルの整備）

④ 個人用保護具の使用



👉 法令で定められた事項がある場合は事前に必ず実施

⇒高さ２ｍ以上の箇所における手すり等

👉 リスクアセスメント結果は記録を残す

👉 作業内容を詳しく把握している労働者を参加

👉 決定したリスク低減措置が適切に実施されているか確認

リスクアセスメントが形骸化しないよう
作業計画やパトロールに利用すること
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署
別

発生
月 業種名

年 齢
経 験
（○年以上
○年未満）

事故の型 起因物 発 生 状 況

秋
田 7月 警備業

（17-2-1）
40歳代

（5～10年）
高温・低温
の物との接
触

高温・低温
環境

国道の区画線等塗装工事現場で、被災者は塗装作業車の前方
を歩きながら交通誘導を行っていた。作業終了直後、被災者は
その場に座り込み、その後、意識を失って倒れたため、病院に
救急搬送したが熱中症により死亡した。なお、災害発生時の気
温は31.5度であった。

秋
田 7月

その他の土
木工事業
（3-1-99）

70歳代
（10～20年）

高温・低温
の物との接
触

高温・低温
環境

農地の基盤整備工事現場で、被災者はドラグ・ショベルで掘
削した箇所の高さを確認する作業を行っていたところ、体調が
悪くなりその場に横たわった。その後、病院に搬送され入院し
ていたが、３日後に熱中症により死亡した。なお、災害発生時
の秋田市のWBGT値は30.7度（実況推測値）であった。

大
館 8月

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋建
築工事業
（3-2-1）

40歳代
（1年未満）

高温・低温
の物との接
触

高温・低温
環境

被災者は建屋解体工事において、壁に貼られた木材を手で外
していたが、体調が優れなかったため、休憩を多くはさみなが
ら作業していた。午後２時過ぎ、気温上昇により作業が中止と
なったため、被災者は片付け作業を行っていたところ、熱中症
で倒れ、搬送先の病院で死亡した。なお、当日の午後２時の気
温は34.7度であった。

能
代 8月 ゴルフ場

（14-3-1）
60歳代

（10～20年）
高温・低温
の物との接
触

高温・低温
環境

被災者は事業場に隣接する土木現場から、冬季に薪として使
用する木材を事業場の倉庫に運搬する作業をしていたが、午前
11時頃、熱中症で意識を失い、その後、死亡した。



建設業、製造業を中心に多業種で発生

建設業
21%

製造業
20%

運送業
14%

警備業
10%

商業
10%

清掃・と畜業
6%

農業
2%

林業
1%

その他
16%

熱中症による業種別死傷者割合

※全国計 令和元年～令和５年



約５割が５０歳以上の労働者

19歳以下
2%

20～24歳
6%

25～29歳
6%

30～34歳
6%

35～39歳
8%

40～44歳
9%

45～49歳
13%

50～54歳
12%

55～59歳
12%

60～64歳
10%

65歳以上
16%

熱中症による年齢別死傷者割合

※全国計 令和元年～令和５年
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約８割が７月又は８月に発生



487

423

528

352 341

527 540

444

285

355

0

100

200

300

400

500

600

熱中症による時間帯別死傷者数

死傷者（人） ※全国計 令和元年～令和５年

11時台、14時台、15時台に多く発生
帰宅後に体調が悪化するケースも



発症時・緊急時の措置の
確認・周知

無, 28件, 90%

有, 3件, 10%

死亡災害の約９割で
未実施

※全国計 令和５年死亡者31名

作業員に熱中症の疑いがあった場合
どう行動しますか︖



熱中症の発生を想定した事前計画の策定・周知

☑ 異変が生じたら速やかに作業中止、救急搬送
⇒本人が「大丈夫」と言っても周りで判断する

☑ 正しい応急手当の速やかな実施
⇒事前に応急手当の実施方法を定めておく

☑ 一人きりにしない





暑さ指数（WBGT）の把握

無, 25件, 81%

有, 6件, 19%

死亡災害の８割以上で
未把握※全国計 令和５年死亡者31名

現場で暑さ指数（WGBT）は把握、周知していますか︖



① WBGTの実測 or 環境省熱中症予防情報サイト
(https://www.wbgt.env.go.jp) の確認

② 作業着を考慮してWBGT値を補正

③ 基準値を確認して対策

④ 労働者への周知

（例） WBGT値 2６℃ ＋ 作業服とつなぎ服（3℃）＝２９℃

継続的な釘打ち作業 ＝ WBGT基準値 ２６℃（※暑熱順化者の場合）

２９℃ ＞ ２６℃
熱中症のリスクがあり、対策を徹底すること

https://www.wbgt.env.go.jp


※環境省熱中症予防情報サイト (https://www.wbgt.env.go.jp ）

https://www.wbgt.env.go.jp






ちなみに・・・
令和５年死亡災害のWBGT︓平均 29.6℃ 最小 26.1℃

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日

25.4 24.6 24.9 25.5 27.4 28.5 28.8 26.6 26.9 27.1 27 25.1 27.5 26.7 24.9

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

28.8 28.1 25.6 26.7 27.7 28.7 29.3 30.8 30.7 32.2 31.1 31.2 31.8 31 31.9 30.9

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日

30.4 31 31.5 32 32.4 33.1 33 31.4 32.6 29.9 32.4 25.9 31.8 31.8 30.5

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

30 32.2 32.3 32.8 32.3 32.9 33.4 33.4 33.3 32.6 33.6 30.8 30.6 31.2 32.9 32.1

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日

29.7 26.2 30.2 30.1 30.4 26.8 26.2 25.5 30.5 30.1 31.6 30.7 28.5 30.2 27.2

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日

27 29.7 29.9 29.5 25.3 22.9 23.3 23.1 20.7 20.8 22.2 26 24.9 23.7 20.1

９月

７月

８月

いつ死亡災害が発生してもおかしくない環境
※環境省熱中症予防サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php）を参考に作成

由利本荘市本荘の令和５年７月から９月までのWBGT（１日の最高値）

https://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php


※一般財団法人 日本気象協会HPより（https://www.netsuzero.jp/）

暑熱順化を意識していますか︖

https://www.netsuzero.jp/


数日職場を離れることで暑熱順化の消失

順化している状態 順化の消失

夏休み（４日間）

1 2 3 4

入職後間もない方、休暇明けの方は特に注意



熱中症発症に影響のある
疾病、所見等の有無

有, 12件, 39%

無, 19件, 61%

死亡災害の約４割で有
※全国計 令和５年死亡者31名

健康状態を把握していますか︖



☑ 健康診断の実施、結果の確認

暑熱順化も考慮し、場合によっては作業の配置換え

☑ 当日の健康状態の確認

⇒ 糖尿病、高血圧、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、
広範囲の皮膚疾患等

⇒ 朝食未摂取、睡眠不足、前日の多量飲酒、体調不良

☑ 年齢の確認
⇒ 高年齢労働者は熱中症になりやすい
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体調不良にもかかわらず無理して（させて）いませんか︖

出勤直後、休憩直前、退勤後に発症することも



もう少しで休憩時間だから・・・
体調悪いけど休みづらいから・・・

☑ 体調に不安がある場合は出勤しない、させない

☑ 決められた時間だけでなく、臨機応変に休憩する

☑ 帰宅後に体調悪化の恐れがあることを理解する



熱中症にかかる労働衛生教育

無, 18件, 58%

有, 13件, 42%

死亡災害の約６割で未実施
※全国計 令和５年死亡者31名

熱中症について教育していますか︖



☑熱中症の症状、発症の仕組み

☑熱中症の予防方法

☑緊急時の応急処置方法

☑熱中症の災害事例

雇い入れ時、新規入場時、日々の朝礼時に繰り返し教育



（https://neccyusho.mhlw.go.jp/）

https://neccyusho.mhlw.go.jp/


（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001098903.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001098903.pdf


👉発症時の措置の確認・周知はできていますか︖

👉暑さ指数（WBGT）を把握・周知した上で作業させていますか︖

👉暑熱順化していない労働者に配慮していますか︖

👉健康状態は把握していますか︖

👉無理して作業させていませんか︖

👉熱中症にかかる教育は十分行っていますか︖

熱中症は予防できます︕



石綿暴露防止対策予防規則について石綿暴露防止対策予防規則について



👉 1970年から90年までの間に年間約３０万トンの石綿が輸入され
９割以上は建材に使用

👉 当時の建築物の解体は2020年から40年頃がピーク

出典：国土交通省「建築物石綿含有建材調査マニュアル」

なぜ今さら石綿にかかる法令改正︖



「解体作業」、「リフォーム作業」≒「石綿作業」





解体、リフォームの前にもれなく
事前調査は行っていますか︖



👉 設計図書作成当時、建材製造当時は石綿使用がないとされていても、
現行法上は規制対象となる場合がある

出典：「石綿含有建材の見分け
方」埼玉県環境科学国際センター

現行法上は石綿の可能性あり！

アスベストマーク（全てにつけ
られているわけではない）





（https://asbestos-database.jp/）

https://asbestos-database.jp/




☑ 特定建築物石綿含有建材調査者

☑ 一般建築物石綿含有建材調査者

☑ 一戸建て等石綿含有建材調査者 ※一戸建て住宅等に限定

☑ 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

事前調査者の資格はありますか︖

解体・リフォームを行う事業者は早期の取得を



【報告対象となる工事】

1. 建築物の解体工事（解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上）

2. 建築物の改修工事（請負代金の合計額100万円以上（税込））

3. 工作物の解体・改修工事（請負代金の合計額100万円以上（税込））

4. 鋼製の船舶（総トン数20トン以上）の解体又は改修工事

事前調査結果を監督署に報告していますか︖

👉 事前調査自体は工事の規模関係なく実施が必要

👉 石綿が「なし」と確認された場合もその旨報告が必要



☑ 石綿作業主任者の有資格者に作業を指揮させていますか︖

☑ 作業員は全員石綿使用建築物等解体等業務の特別教育を受けていますか︖

☑ レベル３建材のみであっても作業計画を作成していますか︖

☑ 作業計画のとおりに作業が実施されたか写真等で記録していますか︖

解体やリフォームはすぐに終わるから大げさだよ・・・

短期間の低濃度ばく露の
危険性は不明な点が多い



1. 建設業における労働災害発生状況

2. 墜落・転落災害の防止について

3. 熱中症対策について

4. 石綿暴露防止について

本日のテーマ



Aさんは安全に対する意識理解は
高いけどBさんは・・・

現場に負担が・・・

安全衛生活動の仕組み化

一人ひとりに理解を求めることだけでなく、
通常業務に安全衛生活動を溶け込ませる





【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】農林水産省、国土交通省、
環境省、警察庁

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（R６.５）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

STOP！熱中症

準備期間（４月）にすべきこと

きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう

□ 労働衛生管理体制の確立
事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し熱中症予防の

責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する

事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、

散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により

身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

労働災害防止キャラクター

職場での熱中症により毎年約20人が亡くなり、

約８00人が4日以上仕事を休んでいます。

重点取組

準備 キャンペーン期間

キャンペーン
実施要項



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加

□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底

□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施

□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キャンペーン期間（5月～9月）にすべきこと

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応
熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整

※新規入職者や休み明け労働者は別途調整することに注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行させる等を考慮）

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□
健康診断結果に

基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経

関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症

の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□
作業中の労働者の

健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働

者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、

病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置

※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減

※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重点取組期間（7月）にすべきこと


